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ヒューマンファクターズ(Human Factors)に着目した調査・研究

原子力施設の安全の向上には、ハード面である機械系だけではな
く、ソフト面（人間・組織系）に関する安全確保の取り組みも重要

はじめに

●人間信頼性評価

●人間工学設計

●計測制御設計

●品質管理（設備） ●品質管理（組織）

本日の資料は、組織
要因を取り巻く安全
文化（品質管理含む）
の分野に焦点を当て
る。

●人間信頼性向上（教育、訓練）

●健全な安全文化
の育成と維持
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本日の報告内容

安全文化を把握するための視点・特性属性の整備

１．安全文化の規制に関する基本的考え方

２. 安全文化を把握するための視点・特性属性の整備

柏崎刈羽原子力発電所の追加検査手法の開発及び適用

３．新たな安全文化に関する検査手法の開発及び適用

４．まとめ
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安全文化を把握するための視点・特性属性の整備
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１．安全文化に関する規制の基本的な考え方

•安全文化（Safety Culture）そのものは目に見えない概念

•関西電力美浜３号機二次系配管破損事故（２００４年）等が続き、２
００７年に原子力分野において安全文化に関する事項を規制要件
化

•安全文化そのものは評価しないことを前提１として、保安規定に「安
全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む）に関する
こと」の記載の義務付け２、安全文化・組織風土劣化防止のための
ガイドライン３（以下「旧ガイドライン」という。）を制定

•旧ガイドラインでは、規制当局は事業者の安全文化醸成活動を把
握し、以下についてそれぞれ４段階で評価を実施

「安全文化・組織風土の劣化防止に係る取組の状況」
「安全文化・組織風土の劣化兆候に係る評価」

劣化兆候に係る評価には根拠として安全文化１４要素を設定して使
用
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旧ガイドラインの課題の抽出

• 東京電力福島第一原子力発電所事故における安全文化の指摘事項の考慮

• 経営層（本店）を含めた評価視点の不足(リーダーシップの視点の不足)

• 「安全文化・組織風土の劣化防止に係る取組の状況」を確認する視点の欠
如

• 検査の気付き事項の特定の際の根拠となる安全文化１４要素の法的根拠の
位置付けが不明確

• 安全文化に関する最新知見の反映等

解決アプローチ

IAEA IRRSミッション（２０１６年）にて人的組織的要因と人的過誤に関して十分
に体系的な考慮するよう指摘を受け、旧ガイドラインを再整理する方針を決定４

新ガイドの制定：２０１９年、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理
に必要な体制の基準に関する規則５（以下「品質管理基準規則」という。）及び
その解釈並びに健全な安全文化の育成と維持に係るガイド６（以下「安全文化
ガイド」という。）を制定

２．安全文化を把握するための視点・特性属性の整備(1)
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安全文化の育成と維持に関
する事業者の活動を確認す
る１４視点

安全文化１０特性
・４３属性

安全文化１４要素

米国NRC 安全
文化１０特性・４３
属性（NUREG-
2165） １０

旧ガイドライン
定義、基本的考え方

品質管理基準規則

検討チーム８で議論

IAEA 安全要件GSR 
Part ２「安全のためのリ
ーダーシップとマネジメ
ントシステム」(2016年) ７

福島第一原子力発電所
事故からの教訓事項
（システミックアプローチ、
基本的想定の概念）

研究成果のガイドへの反映

国内外における最
新知見の整理

安全文化ガイド

安全文化
４段階評価

国内外に
おける最
新知見の
整理

品質マネジメ
ントシステム
の運用（PI&R）
検査ガイド1１

２．安全文化を把握するための視点・特性属性の整備(2)

IAEA 安全文化
１０特性・４３属性９

検討メンバーとして参画

視点の原案の作成

視点と特性・属性の関
連性の明確化

視点の解説及び理解促進
のための補足説明の作成

調査・整理

概念の解釈
・整理

ガイド案の作成 研究成果のガイドへの反映
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IAEA GSR Part 2の要求事項の分析、安全文化の教訓事項に関わる国内外の事

故調査報告書12-16の調査を実施。福島第一原子力発電所事故における安全文化
の教訓事項が考慮された健全な安全文化の育成と維持に関する最新知見は
IAEA GSR Part 2の要求事項を参照とすることで整備可能

健全な安全文化の育成と維持に関する事業者の取組が適切に実現されているか
を確認する際の４つの主要な視点（原案）を整備

(1) 管理者が安全文化に関わるリーダーシップを発揮しているか。

(2) 安全文化の育成と維持に係る取組が適切に構築され、運用されているか。

(3) 安全文化の育成と維持に係る取組及び安全文化が適切に監視測定、分析及
び評価され、改善されているか。

(4) 安全文化の育成と維持に係る取組に関する力量が特定され、付与されている
か。

４つの主要な視点（原案）を基に１４の具体的な視点として展開

２．安全文化を把握するための視点・特性属性の整備(3)
安全文化ガイドにおける確認する視点



9青字：NRCにないが、IAEAにある項目。 赤字：IAEAにないが、NRCにある項目。

左：特性（組織の活動を導き出す基本的、主要かつ職員に受け入れられた行動の基礎）
右：属性（組織の活動の結果として生じる組織の状態を識別又は説明する性質）

安全に関する責任（PA) PA.1 業務の理解と遵守、 PA.2 当事者意識、 PA.3 協働

常に問いかける姿勢（QA） QA.1 リスクの認識、QA.2 自己満足の回避、 QA.3 不明確なものへの
問題視、QA.4 想定の疑問視

コミュニケーション（CO） CO.1 情報の自由な流れ、CO.2 透明性、CO.3 決定の根拠、CO.4 期待、
CO.5 職場のコミュニケーション

リーダーシップ（LA) LA.1 安全に関する戦略的関与、LA.2 管理者の判断と行動、LA.3 職員に
よる参画、LA.4 資源、LA.5 現場への影響力、LA.6 報奨と処罰、LA.7 変更
管理、LA.8 権限・役割及び責任

意思決定（DM） DM.1 体系的な取組、 DM.2 安全を考慮した判断、 DM.3 決定における明
確な責任、 DM.4 予期しない状況への準備

尊重しあう職場環境（WE） WE.1 職員への尊重、WE.2 意見の尊重、WE.3 信頼の育成、WE.4 衝突の
解決、 WE.5 施設を大事にする意識

継続的学習(CL) CL.1 自己評価・独立評価、CL.2経験からの学習、CL.3 訓練、 CL.4 リー
ダーシップの開発、CL.5 ベンチマーキング

問題の把握と解決（PI） PI.1 特定、PI.2 評価、PI.3 解決、PI.4 傾向

作業プロセス（WP） WP.1 作業管理、WP.2 安全裕度、WP.3 文書化

問題提起できる環境（RC) RC.1 問題提起できる制度、RC.2 問題提起の代替手段

２．安全文化を把握するための視点・特性属性の整備(4)

安全文化ガイドにおける安全文化１０特性・４３属性
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柏崎刈羽原子力発電所の追加検査手法の開発及び適用



11図の出典：規制委員会ホームページ17

(注)核燃料施設以外

３．新たな安全文化に関する検査手法の開発及び適用(1)
原子力規制検査における監視業務の概略フロー
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３．新たな安全文化に関する検査手法の開発及び適用(2)

• 令和２年９月２０日、東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」とい
う。）柏崎刈羽原子力発電所において東京電力社員が他の社員のＩＤカードを
使って中央制御室まで入域する事案が発生、令和３年１月２７日、侵入検知に
関わる核物質防護設備の機能の一部喪失が発生。これを受け、原子力規制検
査（核物質防護）における重要度評価の結果が「赤」となり、追加検査を開始。

• 追加検査は、複数の専門分野の原子力検査官によって、改善の効果を検証し、
再発防止が確実なものとなっているかなどを個別具体的に確認するとしており、
本事案について、組織文化（核セキュリティ文化を含む）を確認する新たな検査
アプローチが必要となった。

• 組織文化を把握する代表的な手法として、文書レビュー、アンケート調査、
フォーカスグループディスカッション、インタビュー調査、行動観察等がある。

18

→ 原子力規制庁による具体的な行動観察手法の開発

• 行動観察手法の基本コンセプト

事業者の改善措置の効果は、行動（Cultureの第一層）に表れる。行動の変化
の傾向を観察し、アンケート及びインタビュー意識の変容の結果を補完すること
により組織文化を把握する。行動を確認する視点は、IAEA核セキュリティ文化
行動指針

19
等と比較整理した結果、安全文化１０特性・４３属性を使用
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• ステップ１：複数のチーム員*1が、組織文化の「スナップショット」として、毎週

（同じ場所、同じ時間帯、対象拠点によっては同じチーム員）観察を実施す
る。記録シートには、記述的分析*2の結果を記載する。

• ステップ２：チーム員全員による共通認識を図りながら、ステップ１の結果に
ついて、安全文化１０特性・４３属性を用いてどの属性に紐付くか模範的分
析*2を実施する。また、分析した結果は、検査視点ごとに整理する。

• ステップ３：毎月末に、検査視点に対して、４つの評価区分を用いて、行動変
容の評価を、チーム員全員の議論により実施する。

３．新たな安全文化に関する検査手法の開発及び適用(3)
行動観察の分析評価ステップ

（ステップ１）記述的分
析（２、３名）
• 健全性を示す振る舞い
• 脆弱性を示す振る舞い
• 参考情報

（ステップ２）規範的分
析（６名）
• 健全性を示す振る舞い
• 脆弱性を示す振る舞い

（ステップ３）行動
変容の評価（６名）
・脆弱性を示す振る舞
い

*1:行動観察は、有資格の検査官５名、専門家１名（髙田が参加）の合計６名で実施
*2：記述的分析は、何かのあるがままを記述し、その現状に関する明解で確かなイメージを作る
ために行われる。規範的分析は、選ばれた基準あるいは規範に照らして結果または結論を評価
し、優れた点と改善すべき分野を特定するとともに変更を提案できるようにするものである。18
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組織文化を確認する視点 2022年 2023年

６
月

７月 ８月 ９月 １０
月

１１
月

１２
月

１月 ２
月

３
月

㉓協力会社や他電力、職場内において自由に
意見交換を行う場が設置され、活発な議論が
行われているか

Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

㉔協力会社等からの意見を受け入れ、自らの
業務に活かす姿勢が見られるか

Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

㉕発電所全体で核物質防護に取り組む意識が
醸成され、具体的な行動に反映されているか

Ⅲ Ⅲ Ⅲ
*
Ⅲ
*
Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

㉖「運転員ファースト」といった遠慮の構図や距
離感が解消され、ストレスの少ない職場環境に
変わっているか

Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

３．新たな安全文化に関する検査手法の開発及び適用(4)
行動観察の結果

＊令和４年７月29日及び８月22日に東京電力へ検査気付き事項を伝え、これを受けた行動観察の状況を示す。

安全文化特性（PA、QA)の
欠如

評価区分 (４区分）：基本検査の評価で使用する４段階を根拠に４区分を設定
I. 脆弱性を示すものが見られない
II.  ある特性で脆弱性を示すものが見られる
III. ある特性で脆弱性を示すものが連続して見られる
IV.ある特性で脆弱性を示すものが連続して見られ、他の特性にも影響を及ぼしている
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• 行動観察手法の開発・実践からの経験

学識的アプローチ（技術・人・組織の様々な観点からの専門性）を
用いることにより安全文化に関するデータの信頼性を高めること
が可能

Cultureの第一層に相当する行動等の変化を把握することに適し
ている（第三層に相当する思い込み・当たり前の兆候も観察可能）

観察対象者の振る舞いのデータや観察を実施する側のリソースに
限りがあることを考慮した計画を立てる必要がある。特に、確認す
る対象者・場所・状況によって観察目的、開始・終了時期の設定

安全文化１０特性４３属性は事業者との共通認識を図るコミュニケ
ーション手段として活用することが可能

確証バイアス*を避ける方策として全員参加の議論が重要である
が、１人１人の常に問いかける姿勢とのバランスを取ることが必要

＊何かしらの仮説や考えを検証する際、それに都合のよい情報ばかりを集め、逆
にそれらを否定するような情報を無視してしまうような心理傾向

３．新たな安全文化に関する検査手法の開発及び適用(5)
行動観察の考察
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４．まとめ

• 本資料では、基本検査で使用する安全文化ガイド策定にお
いて、背景となる基本的な検査の考え方、旧ガイドラインの
課題、研究成果及びその活用について報告した。今後は、実
効性ある検査に必要な最新知見の整備を継続して実施して
いく。

• 新たな検査手法の開発・適用事例として、東京電力柏崎刈羽
原子力発電所の追加検査に適用した組織文化の行動観察
手法の開発・実践、評価結果及び考察について報告した。今
後、技術文書等にまとめる予定である。
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